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【差出人・お問い合わせ先（事業委託先）】

中小企業庁 令和７年度「取引条件改善状況調査」事務局
有限責任監査法人トーマツ   担当：村上、野瀬、上田、中條
〒100-8360 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
SMEA_Research@tohmatsu.co.jp

（原則、２営業日以内に回答いたします）
Tel : 050-3091-8121（受付時間：土日祝を除く10 時～18 時）

管理番号：

重 要　   経済産業省    中小企業庁からのお願い
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重 要 経済産業省　中小企業庁からのお願い
価格転嫁を進めるための調査にご協力ください。

この調査は、下請中小企業振興法に基づき実施しています。
前回の2024年９月調査の結果、民間2１１社及び６の国・地方公共団
体の価格交渉・価格転嫁状況の公表と、約10社への指導・助言が実施
され、中小企業から価格交渉しやすくなったとの声が届いています。

【調査主体】
経済産業省　中小企業庁（取引課）

【差出人・お問合せ先（事業委託先）】
株式会社NTTデータ経営研究所　

「価格交渉促進月間（３月）に関するフォローアップ調査」事務局
TEL 0120-718-001（受付時間：月～金 9時30分～17時30分 ※祝日を除く）
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-9　JA共済ビル9階

法務経理　ご担当者様
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中小企業庁 取引課　TEL：03-3501-1669

中小企業庁では、中小企業・小規模事業者の取引条件改善に向けて、
事業者間の取引実態の把握を行っております。

本調査の趣旨および意義をご理解の上ご協力くださいますよう、お願いいたします。

１．調査の趣旨
(1) 本調査は、中小企業庁より委託を受け、有限責任監査法人トーマツが企画・実

施します。
(2) 本調査は、中小企業・小規模事業者の取引条件改善に向け、貴社が「受注者」

となる事業者間 ( B to B ) 取引における、大企業や中堅企業など販売先との取引
状況などを把握するものです。

(3) 回答内容については、個社名を特定して公表することはなく、回答内容をもって
貴社に対する行政指導や行政処分を行うことはありません。

(4) 価格転嫁・取引の適正化に向けて、下請法の改正法が令和 8 年 1 月 1 日に施行
されます。
本調査においても、適正取引に向けた取組を促していくために、集計した回答を、
取引適正化の実態把握のため活用させていただきたく、積極的にご回答いただ
きますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

２．回答方法
以下の専用 WEB サイトからの、オンライン回答をお願いいたします。

https://tori2025.meti.go.jp/form/pub/chusho/chosa
※ パスワードは「             」となります。
※ 御社の管理番号（調査冒頭で入力いただきます）は宛名面に記載がございます。�
※「令和 7年度取引条件改善状況調査」と検索し、中小企業庁の公式 Web サイト
「「令和 7年度取引条件改善状況調査」を実施しています」を開き、ページ中段の
「インターネットによるご回答について」にもオンライン調査のURLを掲載しています。

３．回答期限
令和 7 年（2025年）12 月 29 日（月）

【調査主体】
経済産業省　中小企業庁（取引課）

【問い合わせ先】
中小企業庁 令和７年度「取引条件改善状況調査」事務局（有限責任監査法人トーマツ内）
SMEA_Research@tohmatsu.co.jp  （原則、２営業日以内に回答いたします）
Tel : 050 -3091- 8121（受付時間：土日祝を除く10 時～18 時）

令和７年度「取引条件改善状況調査」のお願い


